
 

 

 

別紙２ 

一

頁 

○
総
務
省
告
示
第
七
十
二
号 

 

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
九
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
大

臣
が
別
に
告
示
す
る
特
定
高
周
波
数
無
線
局
の
開
設
の
認
定
の
有
効
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
九
日 

総
務
大
臣 

林 
 

芳
正 

 
 

令
和
八
年
総
務
省
告
示
第
七
十
一
号
（
二
六
㎓
帯
に
お
け
る
第
五
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
の
普
及
の
た
め
の
価
額

競
争
実
施
指
針
）
に
係
る
特
定
高
周
波
数
無
線
局
の
開
設
の
認
定
の
有
効
期
間
は
、
当
該
認
定
の
日
か
ら
起
算
し
て
十

年
と
す
る
。 

 


